
【
問
合
せ
・
事
前
予
約
先
】

　

�

小
千
谷
税
務
署

　
個
人
課
税
第
一
部
門

�

☎
０
２
５
８－

８
３－

０
２
７
４

消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度

説
明
会

　
小
千
谷
税
務
署
で
は
、
事
業
者

を
対
象
と
し
た
消
費
税
軽
減
税
率

制
度
に
関
す
る
説
明
会
を
開
催
し

ま
す
。
す
べ
て
の
事
業
者
に
関
係

あ
る
制
度
で
す
。
ぜ
ひ
、
お
こ
し

く
だ
さ
い
。

１２
月
６
日
㈮

会�

場　
小
出
郷
福
祉
セ
ン
タ
ー
２

階�

第
１
研
修
室
〔
魚
沼
市
井

口
新
田
〕

定
員　
４０
人

１２
月
１０
日
㈫

会�

場　
南
魚
沼
地
域
振
興
局
１
階

講
堂

定
員　
７０
人

１２
月
１7
日
㈫

会�

場　
小
千
谷
市
役
所
４
階�

大

会
議
室
〔
小
千
谷
市
城
内
〕

定
員　
４０
人

共
通
事
項

時
間　
午
後
１
時
３０
分
～
３
時

対
象　
個
人
事
業
主

料
金　
無
料

事�

前
予
約　
１１
月
２９
日
㈮

　
午
後
５
時
ま
で

持
ち
物　
筆
記
用
具

【
問
合
せ
】
小
千
谷
税
務
署

　
個
人
課
税
第
一
部
門

�

☎
０
２
５
８－

８
３－

０
２
７
４

白
色
・
青
色
決
算
説
明
会

　
小
千
谷
税
務
署
で
は
、
個
人
事

業
主
を
対
象
と
し
た
決
算
説
明
会

を
開
催
し
ま
す
。
ぜ
ひ
、
お
こ
し

く
だ
さ
い
。

白
色
決
算
説
明
会

営
業
所
得

日
時　
１２
月
５
日
㈭

　
午
後
１
時
１５
分
～
３
時

会�

場　
小
出
郷
福
祉
セ
ン
タ
ー
２

階�

第
１
研
修
室
〔
魚
沼
市
井

口
新
田
〕

農
業
所
得

日
時　
１２
月
１７
日
㈫

　
午
前
１０
時
１５
分
～
正
午

会�

場　
小
千
谷
市
役
所
４
階�

大

会
議
室
〔
小
千
谷
市
城
内
〕

青
色
決
算
説
明
会

営
業
所
得

日
時　
１２
月
５
日
㈭
・
６
日
㈮

　
午
前
１０
時
１５
分
～
正
午

会�

場　
小
出
郷
福
祉
セ
ン
タ
ー
２

階�

第
１
研
修
室
〔
魚
沼
市
井

口
新
田
〕

日
時　
１２
月
９
日
㈪
・
１０
日
㈫

　
午
前
１０
時
１５
分
～
正
午

会
場　
南
魚
沼
地
域
振
興
局�

　
１
階
講
堂

日
時　
１２
月
１６
日
㈪

　
午
前
１０
時
１５
分
～
正
午

会�

場　
小
千
谷
市
役
所
４
階�

大

会
議
室
〔
小
千
谷
市
城
内
〕

農
業
所
得

日
時　
１２
月
９
日
㈪

　
午
後
１
時
１５
分
～
３
時

会�

場　
南
魚
沼
地
域
振
興
局
１
階

講
堂

日
時　
１２
月
１６
日
㈪

　
午
後
１
時
１５
分
～
３
時

会�

場　
小
千
谷
市
役
所
４
階�

大

会
議
室
〔
小
千
谷
市
城
内
〕

【
問
合
せ
・
相
談
】

　

�
子
育
て
支
援
課�

こ
ど
も
家

庭
支
援
班

�
☎
７
７
３

－

６
８
２
２

　
南
魚
沼
児
童
相
談
所

�

☎
７
７
０

－

２
４
０
０

　

�

児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ

イ
ヤ
ル
（
夜
間
・
休
日
）

�

☎
１い

ち
は
や
く

８
９

１１
月
は
児
童
虐
待
防
止
月
間

１
８
９（
い
ち
は
や
く
）�

ち
い
さ
な

�

命
に 

待
っ
た
な
し

　
全
国
的
に
児
童
虐
待
の
件
数
が

増
加
し
て
い
ま
す
。

　
「
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る

子
が
い
た
ら
」「
自
分
が
出
産
や

子
育
て
に
悩
ん
だ
ら
」「
子
育
て

に
悩
む
親
が
い
た
ら
」
児
童
相
談

所
や
子
育
て
支
援
課
に
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

「
し
つ
け
」
が
行
き
過
ぎ
る
と
虐

待
に
あ
た
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

　

子
育
て
に
お
い
て
「
し
つ
け
」

と
称
し
て
、
叩
い
た
り
怒
鳴
っ
た

り
す
る
こ
と
は
、
子
ど
も
の
成
長

の
助
け
に
な
ら
な
い
ば
か
り
か
悪

影
響
を
及
ぼ
し
て
し
ま
う
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。
子
育
て
に
体
罰
や
、

暴
言
を
使
わ
な
い
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

赤
ち
ゃ
ん
を
激
し
く
揺
さ
ぶ
ら

な
い
で

　
赤
ち
ゃ
ん
が
泣
き
止
ま
な
い
か

ら
と
い
っ
て
、
激
し
く
揺
さ
ぶ
ら

な
い
で
く
だ
さ
い
。
激
し
く
揺
さ

ぶ
ら
れ
る
と
脳
な
ど
に
損
傷
を
受

け
、
命
を
落
と
す
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
ど
う
し
て
も
泣
き
止
ま
な
い

時
は
、
赤
ち
ゃ
ん
を
安
全
な
場
所

に
寝
か
せ
て
そ
の
場
を
少
し
離
れ
、

ま
ず
自
分

を
リ
ラ
ッ

ク
ス
さ
せ

ま
し
ょ
う
。

【
問
合
せ
・
申
込
み
】

　
福
祉
課�

高
齢
福
祉
係

�

☎
７
７
３

－

６
６
６
７

在
宅
要
介
護
高
齢
者

家
族
手
当
支
給
事
業

　
市
で
は
、
要
介
護
４
以
上
の
高

齢
者
を
在
宅
で
介
護
し
て
い
る
家

族
に
、
年
１
回
手
当
を
支
給
し
て

い
ま
す
。

　
対
象
と
思
わ
れ
る
世
帯
に
、
１０

月
に
申
請
書
を
郵
送
し
ま
し
た
。

期
限
内
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
対
象
と
な
る
人
で
、
申
請
書
が

届
か
な
い
場
合
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

対
象

（
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
人
）

・�

要
介
護
４
以
上
の
認
定
を
受
け

た
６５
歳
以
上
の
人
を
、
１
月
１

日
～
１２
月
３１
日
の
間
に
、
連
続

し
て
３
か
月
以
上
、
在
宅
で
介

護
し
て
い
る
家
族

・�

被
介
護
者
に
特
別
障
が
い
者
手

当
、
福
祉
手
当
の
受
給
権
が
な

い
支
給
額　
３
０
，０
０
０
円

締
切
り　
１２
月
２７
日
㈮

申�

請
窓
口　
福
祉
課
、
大
和
・
塩

沢
市
民
セ
ン
タ
ー
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